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① 居宅サービス計画作成に係る居宅介護支援の業務について 
 
 下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成 26年 12月 18日条例第 78号）第 15条において、介護支援専門員が
行わなければならない居宅サービス計画の作成に係る業務が規定されています。 
 以下に、主要な業務とその流れについてまとめましたので、遺漏のないよう

お願いします。 
 

 
  

　【居宅サービス計画作成に係る居宅介護支援の業務】

１．アセスメ
ント

２．ケアプラ
ン原案作成

３．サービス
担当者会議

（照会を含
む）

４．ケアプラ
ン原案の説
明及び同意

５．ケアプラ
ンの交付

６．個別サー
ビス計画の
提出依頼

７．モニタリ
ング訪問

８．モニタリ
ングの結果
の記録

必要に応じて

ケアプラン変更を検討

１，３，４，５，７，８の

項目について、どれか

１つでも実施していな

いものがあれば、運営

基準減算となります。
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下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成26年12月18日

条例第78号、以下「基準」という。）第15条より抜粋 
（１．アセスメント）  

（6） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その

有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現

に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき

課題を把握しなければならない。  

（7） 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たって

は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護
支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。   

（２．ケアプラン原案作成） 

（8） 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の

希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握さ

れた解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成

時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス

計画の原案を作成しなければならない。  

（３．サービス担当者会議） 

（9） 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者
及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以
下この条において「担当者」という。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況
等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対す
る照会等により意見を求めることができるものとする。  

（15） 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計

画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。  

ア 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項 に規定する要介護更新認定を受けた場合 
イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項 に規定する要介護状態区分の変更の認定 
を受けた場合 

（４．ケアプランの説明及び同意） 

（10） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の

対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対し
て説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。  

（５．ケアプランの交付） 

（11） 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者
に交付しなければならない。 

（６．個別サービス計画の提出依頼） 

（12） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計

画（下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成 24年条例第

70号。以下「指定居宅サービス等条例」という。)第25条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定

居宅サービス等条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。  

（７．モニタリング） 

（13） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者につい

ての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業

者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。  

（14） 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、

利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行わなければならない。  

ア 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
イ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。 

（※ケアプランの変更） 

（16） 第3号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。 
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② アセスメント時に課題分析標準項目の２３項目を確認していま

すか？ 
 
 居宅サービス計画作成時において、利用者の解決すべき課題を把握するため

にアセスメントを行いますが、課題を客観的に抽出するために下記の課題分析

標準項目２３項目について確認しなければなりません。 
今一度これらの項目についてアセスメントを行っているか、ご確認をお願い

します。 

  

・基本情報に関する項目
No. 標準項目名 項目の主な内容（例）

1
基本情報（受付、利用者等基
本情報）

居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付日時、受付対応者、
受付方法等）、利用者の基本情報（氏名、性別、生年月日・住所・電話番号
等の連絡先）、利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目

2 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目

3 利用者の被保険者情報
利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の
有無等）について記載する項目

4
現在利用しているサービスの
状況

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況につ
いて記載する項目

5 障害老人の日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度について記載する項目

6
認知症である老人の日常生活
自立度

認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目

7 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目

8 認定情報
利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等）につい
て記載する項目

9
課題分析（アセスメント）理
由

当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退院退所時等）につい
て記載する項目

・課題分析（アセスメント）に関する項目
No. 標準項目名 項目の主な内容（例）

10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）について記載する項目

11 ＡＤＬ
ＡＤＬ（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）に関する
項目

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する項目

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目

14 コミュニケーション能力 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目

15 社会との関わり
社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感
や孤独感等）に関する項目

16 排尿・排便
失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項
目

17 じょく瘡・皮膚の問題 じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項目

20 問題行動
問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、
異食行動等）に関する項目

21 介護力
利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者
に関する情報等）に関する項目

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項目
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③ 居宅サービス計画の各表の留意点 
 
 介護サービス計画書の様式及び標準課題分析標準項目の提示（平成 11年 11
月 12日老企第 29号）において、居宅サービス計画書の標準様式及び記載要領
が示されています。  
居宅サービス計画の第１表から第５表の留意点について、次頁から各表にま

とめましたので、居宅サービス計画作成の際はご留意ください。 
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具
体
的
な
内
容
を
記
載
し
ま
す
。
抽
象
的
で
は
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
時
に
評
価
が
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

・
利
用
者
に
と
っ
て
高
す
ぎ
る
目
標
で
は
な
く
、
利
用
者
が
実
際
に
達
成
可
能
と
見
込
ま
れ
る

目
標
を
設
定
し
ま
す
。

・
「
家
族
の
介
護
負
担
軽
減
」
は
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
目
的
で
あ
り
、
利
用
者
自
身
が
ど
の
よ
う
に

な
り
た
い
の
か
を
記
載
す
る
「
目
標
」
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
家
族
の
介
護
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
で
利
用
者
が
達
成
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
、
そ
れ
を
目
標
に
設
定
し
ま
し
ょ
う
。

・
期
間
は
段
階
的
に
設
定
し
ま
す
。
ま
た
、
可
能
な
限
り
利
用
者
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
和
暦
で

開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
記
載
し
ま
す
。
終
了
時
期
が
無
記
載
で
も
良
い
場
合
は
、
利
用

者
の
状
態
が
変
わ
り
や
す
い
時
な
ど
終
了
時
期
が
特
定
で
き
な
い
と
き
の
み
で
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
な
く
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
家

族
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
援
助
と
い
っ
た
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
も
記
載
す
る

よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・
可
能
な
限
り
「
必
要
時
」
、
「
随
時
」
、

「
適
宜
」
と
記
載
す
る
の
で
は
な
く
、
利

用
者
が
ど
の
よ
う
な
時
に
利
用
す
る

の
か
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
導
き
出
し
た
具

体
的
な
頻
度
を
記
載
し
ま
し
ょ
う
。

・
「
必
要
時
」
等
記
載
す
る
際
は
、
そ
れ

が
実
際
に
ど
う
い
う
と
き
な
の
か
、
説

明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
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利
用
者
名
　
：
　

夜 　 間 深 　 夜

　
　
　
　
　
　
 
 殿

年
　
　
　
月
分
よ
り

４
：
０
０

月
火

深 　 夜 早 　 朝

水
木

金
土

日
主
な
日
常
生
活
上
の
活
動

６
：
０
０

８
：
０
０

１
０
：
０
０

午 　 前

１
２
：
０
０

午 　 後

１
４
：
０
０

１
６
：
０
０

１
８
：
０
０

２
０
：
０
０

２
２
：
０
０

２
４
：
０
０

週
単
位
以
外

の
サ
ー
ビ
ス

２
：
０
０

４
：
０
０

作
成
年
月
日

年
月

日
第
３
表

週
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
表

・
第
２
表
と
サ
ー
ビ
ス
内
容
、
日
時
、
回
数
が
整
合
が
と
れ
て
い
る
か
確
認
し
、
何
曜
日
の
ど
の

時
間
帯
に
、
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
者
に
提
供
さ
れ
る
の
か
分
か
り
や
す
く
記
載
し
ま
す
。

・
２
表
に
記
載
が
あ
る
週
単
位
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
全
て
記
載
し
ま
す
。

・
福
祉
用
具
貸
与
、
通
院
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
週
単
位
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
も
忘
れ
ず
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
起
床
、
就
寝
、
食
事
、
排
泄
等
の
１
日
の
平
均

的
な
過
ご
し
方
を
記
載
し
ま
す
。
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(
次
回
の
開
催
時
期
)

残
さ
れ
た
課
題
　

結
論

検
討
内
容

検
討
し
た
項
目

会
議
出
席
者

所
　
属
(
職
種
)

氏
名

所
　
属
(
職
種
)

氏
　
名

所
　
属
(
職
種
)

氏
　
名

日
開
催
場
所

開
催
時
間

開
催
回
数

開
催
日

年
月

利
用
者
名

殿
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
者
(
担
当
者
)
氏
名

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
要
点

年
月

日
作
成
年
月
日

第
４
表

・
利
用
者
本
人
、
利
用
者
家
族
が
参
加
し
て
い
る
場
合
は
所
属
（
職
種
）
に
「
本
人
」
、
「
夫
」
等
の

続
柄
を
記
載
し
ま
す
。

・
各
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
は
、
事
業
所
名
と
職
種
を
記
載
し
ま
す
。

・
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
資
源
が
不
足
し
て
援
助
が
で
き
な
い
場
合
、
本
人
が
利

用
を
希
望
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
ま
す
。

・
次
回
の
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
開
催
時
期
、
開
催
方
針
を
記
載
し
ま
す
。

・
欠
席
し
た
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
が
い
る
場
合
は
、
担
当
者
の
氏
名
、
所
属
（
職
種
）
、
欠
席
し
た
理

由
、
照
会
し
た
年
月
日
、
照
会
し
た
内
容
、
照
会
に
対
す
る
回
答
を
記
載
し
ま
す
。

・
照
会
に
つ
い
て
別
の
様
式
を
活
用
し
て
記
録
を
残
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
項
目
に
記
載
は

不
要
で
す
が
、
そ
の
照
会
の
記
録
は
必
ず
本
表
と
一
体
で
保
存
し
て
下
さ
い
。

・
会
議
で
検
討
し
た
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
内
容
を
記
載
し
ま
す
。

・
会
議
の
結
論
に
つ
い
て
記
載
し
ま
す
。
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居
宅
介
護
支
援
経
過

利
用
者
名
:　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
者
氏
名
:　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
月
日

内
容

年
月
日

内
容

第
５
表

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
い
つ
、
誰
に
、
ど
こ
で
実
施
し
た
か
、
記
載
し
ま
す
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
把
握
し
た
、
利
用
者
や
そ
の
家
族
の
意
向
・
満
足
度
、
各
目
標
の
達

成
度
、
事
業
者
と
の
調
整
内
容
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
の
必
要
性
を
、
項
目
ご
と
に

整
理
し
て
記
載
し
ま
す
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
を
活
用
し
て
記
録
を
残
し
て
い
る
場
合
は
、
「
別
紙
参
照
」
等
を
記
載
し

ま
す

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
以
外
に
も
、
援
助
し
て
い
く
上
で
重
要
な
情
報
を
得
た
場
合
は
、
そ
れ
に
つ
い

て
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
単
な
る
介
護
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
職
と
し
て
分
析
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
記
載
し
ま

し
ょ
う
。
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④ 実地指導での指摘事項はどのようなものがあるのか？ 
 
 平成２６年度に実施した居宅介護支援、介護予防支援事業所への実地指導に

おける指摘事項のうち、文書指導をした主な項目を下表に示しますので、業務

の参考とされてください。 
 

【居宅介護支援】 

実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

重要事項説明書及び運営規程について、内容

に誤りや不十分な箇所がある。

利用者に対する説明責任として、重要事項説明書及び運営規程において、

整合を図った上で誤っている箇所を訂正すること。なお、運営規程に変更

が生じた場合は、その日から１０日以内に届け出ること。

【重要事項説明書】

１．「営業日及び営業時間」、「職員の職務

内容」の記載がない。

１．「営業日及び営業時間」、「職員の職務内容」を追記すること。

２．事業の目的及び運営の方針、職員の職務

内容、秘密の保持、事故発生時の対応に関す

る記載がない

２．事業の目的及び運営の方針、職員の職務内容、秘密の保持、事故発生

時の対応について、追記すること。

３．現況の休業日について、その記載がな

い。

３．現況に合わせて休業日を記載すること。

４．介護支援専門員の人数が実態と合ってい

ない。

４．実態に合わせて訂正すること。

５．通常の事業の実施地域が実態と異なって

いる。

５．実態に合わせて記載すること。

６．サービス提供地域が運営規程と異なって

いる。

６．誤っている箇所を訂正し、運営規程と整合を図ること。

７．居宅介護支援実施概要等の居宅サービス

計画の作成方法において、アセスメント時の

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族

に面接することについて記載がない。

７．アセスメント時に、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面

接することについて記載すること。

８．サービス調整に関する記載について、

サービス担当者会議を開催する旨の記載がな

い。

８．サービス担当者会議を開催する旨を追記すること。

９．サービス内容における居宅サービス確定

において、利用者又はその家族への居宅サー

ビス計画原案の内容の説明及び利用者の文書

同意に係る記載がない。

９．居宅サービス計画原案について、利用者又はその家族に説明し、利用

者に文書同意を得ることがわかる内容を追記すること。

１０．サービス内容において、居宅サービス

計画の交付に関する記載がない。

１０．居宅サービス計画を利用者及びサービス担当者へ交付することがわ

かる内容を追記すること。

１１．居宅介護支援の内容における提供方法

の中にモニタリングに係る記載がない。

１１．少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接し、

その結果の記録をすることがわかる内容を追記すること。

１２．法定代理受領サービスでない場合等は

一旦利用者負担が発生することがあるが、利

用料金表等の利用料金がわかる記載がない。

１２．利用料金表等を作成し、利用料金を明確にすること。なお、貴事業

所においては特定事業所加算の届出はないため、当該加算は記載しないこ

と。

１３．料金における加算の項目において、記

載がない加算がある。

１３．算定が可能な加算については漏れなく記載すること。

１４．利用料において、届け出をしていない

特定事業所加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について記

載がある。

１４．特定事業所加算の届け出をしていないため、当該記載を削除するこ

と。

【

重

要

事

項

説

明

書

・

運

営

規

程
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

１５．通常の事業の実施地域を越えて指定居

宅介護支援を行う場合の交通費の徴収につい

て、記載がない。

１５．通常の事業の実施地域を越えて指定居宅介護支援を行う場合の交通

費の徴収について、記載すること。

１６．通常の事業の実施地域外でサービスを

提供する場合の交通費について、どの地点か

ら交通費が発生するのか記載がない。

１６．「通常の事業の実施地域を越えた所から～」等の起点を追記するこ

と。

１７．通常の事業の実施地域外でサービスを

提供する場合の交通費について、貴事業所の

車両を使用した場合等の具体的な金額の記載

がない。

１７．運営規程に記載されている貴事業所の車両を使用した場合の交通費

を追記すること。

１８．サービス内容に関する苦情の連絡先に

おいて、下関市福祉部介護保険課事業者係及

び山口県国民健康保険団体連合会がない。

１８．苦情の連絡先として下関市福祉部介護保険課事業者係及び山口県国

民健康保険団体連合会の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、受付日時を追記す

ること。

【運営規程】

１．現況の休業日について、その記載がな

い。

１．現況に合わせて休業日を記載すること。

２．通常の事業の実施地域が実態と異なって

いる。

２．実態に合わせて記載すること。

３．通常の事業の実施範囲が重要事項説明書

と異なっている。

３．誤っている箇所を訂正し、重要事項説明書と整合を図ること。

４．相談を受ける場所が現在事業所の相談室

のみとなっている。

４．聴取の結果、利用者宅もあるため、追記すること。

５．記載のある課題分析票が、現在使用して

いる課題分析票と異なる。

５．現在使用している課題分析票に訂正すること。

６．居宅介護支援の内容における利用者の実

態把握において、解決すべき課題の把握の方

法及び結果の記録の記載がない。

６．解決すべき課題の把握の方法として、利用者の居宅を訪問し、利用者

に面接し、その結果を記録することがわかる内容を追記すること。

７．指定居宅介護支援の提供方法、内容にお

いて、サービス担当者会議を開催する旨の記

載がない。

７．サービス担当者会議を開催する旨を追記すること。

８．居宅介護支援の内容において、居宅サー

ビス計画の交付に関する記載がない。

８．居宅サービス計画を利用者及びサービス担当者へ交付することがわか

る内容を追記すること。

９．居宅介護支援の内容におけるサービス実

施状況の継続的な把握、評価において、実施

状況の把握の方法及びその結果の記録の記載

がない。

９．実施状況の把握に当たって、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接し、その結果の記録をすることがわかる内容を追記

すること。

１０．利用料等において、居宅介護支援費が

「無料」という記載がある。

１０．「無料」を「利用者負担はありません」等の文言に変更すること。

１１．通常の事業の実施地域外でサービスを

提供する際の交通費が「実費」という表記の

みである。

１１．請求するのであれば貴事業所の車両を使用した場合等の具体的な金

額も追記し、請求しないのであれば削除すること。

１２．通常の事業の実施地域外でサービスを

提供する場合の交通費について、どの地点か

ら交通費が発生するのか記載がない。

１２．「通常の事業の実施地域を越えた所から～」等の起点を追記するこ

と。

１３．複写に要する費用が単に実費となって

おり、その費用が明確でない。

１３．複写費用を明示すること。

【指定居宅介護支援の具体的取扱方針】

１．居宅サービス計画の利用者の同意におい

て、当該利用者の家族の署名のみの事例があ

る。

１．利用者家族が当該利用者に代わり署名をする際は、利用者氏名、代筆

人氏名及び本人との続柄等を記載すること。

【

重

要

事

項

説

明

書

・

運

営

規

程
】

【

運

営
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

２．居宅サービス等提供開始後に居宅サービ

ス計画を交付している事例がある。

２．居宅介護支援業務においては、指定居宅サービス等の提供開始まで

に、利用者の課題分析（アセスメント）、サービス担当者会議の開催（照

会を含む）、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把

握（モニタリング）等の業務を行わなければならない。また、課題分析

（アセスメント）から居宅サービス計画の交付までの一連の業務は、緊急

的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に業務を行うこ

とを前提とするものを除いては、基本的に居宅基準に列記された順序で行

わなければならないため、適正にこれらの業務を実施すること。

３．居宅サービス計画交付後にサービス担当

者会議を開催している事例がある。

３．同上

４．居宅サービス計画から福祉用具貸与の位

置付けを外し、居宅サービス計画を変更した

際に、サービス担当者会議が開催されておら

ず、担当者への照会も行われていない事例が

ある。

４．同上

５．居宅サービス計画の同意を利用者から署

名等により得ているが、指定居宅サービス等

の提供開始後に説明し、同意を得て交付して

いるものが散見された。

５．同上

６．居宅サービス計画書の第１表から第３表

について利用者の同意を得る前に、第６表及

び第７表を交付していた事例があった。

６．当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅

サービス計画書の第１表から第３表まで、第６表及び第７表に相当するも

のすべてを指すものであるため、同意を得る前から第６表及び第７表のみ

を交付しないこと。

７．居宅サービス計画に位置付けている通所

介護事業所の担当者をサービス担当者会議に

招集（照会を含む。）していない。

７．聴取の結果、居宅サービス計画に通所介護を位置付けたものの、1週

間ほど通所介護は利用せず、他のサービスを利用しながら利用者の状態を

確認した上で、通所介護を利用するか最終決定をして、サービス担当者会

議に通所介護事業所を含む全ての担当者を招集して、居宅サービス計画を

再作成したとのことである。

しかし、通所介護を居宅サービス計画に位置付けた以上、その担当者は必

ずサービス担当者会議に招集しなけばならないため、今後は遺漏なく招集

すること。

８．サービス担当者会議に出席できない担当

者に対して照会を実施しているが、照会が

サービス担当者会議の開催の後になっている

事例がある。

８．サービス担当者会議は、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有

するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について担当者から意見を

求める場である。したがって、サービス担当者会議に出席できない担当者

がいる場合には、開催前に照会を行い、当該照会の回答をサービス担当者

会議で他の担当者と共有すること。

【勤務体制の確保】

事業所で使用している勤務表において、専

従・兼務の別、管理者との兼務関係が記載さ

れていない。

人員管理の適正化の観点から、月ごとの勤務表に介護支援専門員の専従・

兼務の別、管理者との兼務関係を記載すること。

【掲示】

貴事業所においては重要事項説明書及び運営

規程を掲示しているが、掲示されている内容

に不十分な箇所がある。

指定居宅介護支援事業者は、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示しなければならない。

利用者に対する説明責任として、重要事項説明書及び運営規程を掲示する

のであれば、上記内容をすべて含めるよう、前述の指摘事項を訂正したも

のを掲示すること。

【苦情処理】

貴事業所において、苦情を処理するために講

ずる措置の概要の掲示が行われていなかっ

た。

指定居宅介護支援事業所は、苦情相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当

該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要を事業所に掲示

しなければならないので、必要な掲示を行うこと。

【秘密保持】

利用者の家族の個人情報を用いる場合におい

て、当該家族の同意を文書で得ていない事例

が一部見られる。

利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を文書で得るこ

と。

【

運

営
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

【記録の整備】

課題分析（アセスメント）において、利用者

の居宅に訪問して利用者に面接していること

は居宅介護支援経過（第５表）で確認できた

が、当該アセスメントの結果が確認できない

事例がある。

貴事業所で使用しているアセスメントシートを活用する等して、アセスメ

ントの結果の記録を残すこと。

【変更の届出等】

１．運営規程の内容を一部変更していたにも

かかわらず、指定事項等変更届の提出を行っ

ていなかった。

１．必要に応じ運営規程の内容を変更する場合は、運営規程の変更から10

日以内に指定事項等変更届を提出すること。

２．平面図について、届け出ている相談室の

位置が現況と異なっているにもかかわらず届

出が出されていない。

２．事業所の平面図に変更が生じた場合は速やかに指定事項等変更届を提

出すること。

また、今後変更に伴う届出が必要となる事態が発生した場合は、変更の日

から10日以内に届け出ること。

【文書の提出等】

本市においては、同居家族がいる利用者に対

して、訪問介護の生活援助を提供する場合、

適正な介護給付の確保のために、当該サービ

スを居宅サービス計画に位置付ける居宅介護

支援事業者に対して「同居家族がいる場合の

生活援助算定相談票」（以下、「相談票」と

いう。）の提出を求めているが、当該サービ

スを位置付けているにもかかわらず相談票の

提出がない。

法令上、原則算定ができない訪問介護における同居家族がいる場合の生活

援助について、保険者として個々の利用者の状況に応じて具体的に判断

し、当該サービスの算定の適否を決定するための根拠資料となるものが相

談票である。したがって、当該事例について、相談票を提出すること。

また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば相談票を提出するこ

と。

なお、今後相談票の提出については、遺漏なく対応すること。

【居宅介護支援費】

居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している利用者

がいるが、当該利用者は居宅介護支援費

（Ⅱ）が適用される利用者ではなかった。

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定に当たっては、介護予防支援の委託利用者が

いる場合には、当該利用者を冒頭にして、その後に居宅介護支援の利用者

の契約日が古いものから順に並べ（同一契約日の利用者がいれば、要介護

度の重いものから順に並べる。）、40件目以降について居宅介護支援費

（Ⅱ）を適用することとなるので、過誤調整を行い、居宅介護支援費

（Ⅱ）が適用される利用者に対して算定すること。

【運営基準減算】

１．居宅サービス計画から福祉用具貸与の位

置付けを外し、居宅サービス計画を変更した

際に、サービス担当者会議が開催されておら

ず、担当者への照会も行われていない。

１．当該居宅サービス計画に係る月から当該状態が解消された月の前月ま

で減算すること。また、他に同様の事例がないか自主点検し、不適切な部

分については、過誤調整により自主返還を行うこと。

２．居宅サービス計画の実施状況の把握（以

下「モニタリング」という。）が実施されて

いないため運営基準減算に該当するが、居宅

介護支援費を全額請求している事例があっ

た。

２．モニタリングに当たっては、少なくとも月１回利用者の居宅に訪問し

て、利用者に面接し、その結果を記録しない場合、運営基準減算となるた

め、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算するこ

と。

また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば過誤調整すること。

３．認定の有効期間終了日までに認定の結果

が出ていないため、暫定プランを作成し、そ

の後本プランを作成しているが、暫定プラン

作成時においても、本プラン作成時において

も、アセスメントのために利用者と面接した

ことが居宅介護支援経過（第５表）等の記録

で確認できず、またアセスメントシート等の

アセスメントの結果の記録もない。

３．聴取の結果、認定の有効期間終了日が属する月に利用者と面接してい

るとのことであるが、それが記録で確認できなければ、アセスメント訪問

を実施したとは言えず、運営基準減算となるため、当該月から当該状態が

解消されるに至った月の前月まで減算すること。

また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば過誤調整すること。

【特定事業所集中減算】

特定事業所集中減算を適用するか否かを確認

する書類を作成していなかった。

すべての居宅介護支援事業所は決められた期日までに当該減算の確認書類

を作成しなければならないため、必ず確認書類を作成して、２年間保存す

ること。

【初回加算】

新規に居宅サービス計画を作成する場合等で

ないが、算定している事例があった。

聴取の結果、単純な請求誤りであることがわかったたため、過誤調整を行

うこと。また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば過誤調整す

ること。

【

運

営
】

【

報

酬
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

【独居高齢者加算】

１．独居でない利用者に対して算定している

事例があった。

１．当初は独居という話であったが、情報の伝達漏れにより、家族と同居

することになったことが後で判明したということであるので、過誤調整を

行うこと。また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば過誤調整

すること。

２．有料老人ホ―ムに入居する利用者に対し

て算定している事例があった。

２．当該有料老人ホームにおいては、施設職員によって生活状況等の把握

が行われており、日常生活における支援等に特に労力を有する独居高齢者

ではなくなることから、入居した日が属する月から算定ができなくなるた

め、過誤調整を行うこと。また、同様の事例がないか自主点検し、必要が

あれば過誤調整すること。

【認知症加算】

認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ未満と判

定された月において、算定している事例があ

る。

認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ未満と判定された日が属する月から算

定ができなくなるため、過誤調整を行うこと。また、同様の事例がないか

自主点検し、必要があれば過誤調整すること。

【退院・退所加算】

利用者が病院等から退院等し、その居宅にお

いて居宅サービス等を利用する場合におい

て、当該利用者の病院等の職員と面談し、利

用者に関する必要な情報を得ているが、居宅

サービス計画を作成していない。

聴取の結果、入院前の居宅サービス計画と内容に変更はないと判断したた

め、退院後の居宅サービス計画を作成しなかったとのことであった。

しかし、当該加算は居宅報酬において、「居宅サービス計画を作成し、」

と明確に規定されており、病院等の職員と面談して利用者に関する必要な

情報を得た上で、アセスメントの実施、居宅サービス計画の原案の作成、

サービス担当者会議の開催、利用者又は家族に対する居宅サービス計画の

原案の説明及び利用者の文書同意、利用者及び担当者へ居宅サービス計画

の交付、居宅サービス等の利用調整までを実施したことを評価する加算で

ある。

したがって、当該事例については算定要件を満たさないため、過誤調整を

行うこと。また、同様の事例がないか自主点検し、必要があれば過誤調整

すること。

【第１表】

１．認定の有効期間に誤りがある。 １．正しい認定の有効期間を記載すること。

２．認定日に誤りがあった。 ２．正しい認定日を記載すること。

３．「同意日」に一部記載がない事例が見受

けられた。

３．同意日を記載すること。

４．「利用者及び家族の生活に対する意向」

において、家族の意向を確認しているが、記

載がないものが見受けられた。

４．家族の意向を記載すること。

【第２表】

１．長期目標の始期が「平成26年～」になっ

ているが、短期目標の始期が「平成25年～」

になっている事例がある。

１．標期間の設定に当たっては、双方の期間の整合を図ること。

２．「長期目標の期間」、「短期目標の期

間」及び「援助内容の期間」が同一となって

いる事例があった。

２．短期目標の期間は長期目標の達成のために踏むべき段階として設定し

た短期目標の達成期限を記載し、援助内容の期間は短期目標の期間に原則

合せること。なお、期間の設定にあたっては、認定の有効期間も考慮する

こと。

３．長期目標と短期目標が同一の表現となっ

ているケアプランがある。

３．長期目標は、基本的には個々の解決すべき課題に対応し設定するもの

であり、一方、短期目標は、解決すべき課題及び長期目標を段階的に対応

し解決に結びつけるものであるため、長期目標、短期目標それぞれの趣旨

を踏まえ、利用者の状態にあった達成可能な目標をそれぞれ設定するこ

と。

４．目標やサービス内容が変わらずに目標期

間のみを延長する場合において、事業所で保

管している計画には延長したことを記載して

いるが、利用者に交付した計画には延長した

ことを記載していない。

４．目標期間のみを延長する場合には、事業所で保管している計画だけで

なく、利用者に交付した計画についても変更後の期間及び変更日時を記載

すること。

【

報

酬
】

【

居

宅

サ
ー

ビ

ス

計

画
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

５．サービス内容が「訪問介護」という記載

のみで、どのようなサービスを行っているか

不明な事例がある。

５．具体的なサービス内容を記載すること。

６．訪問介護でベッドメイキングや食事介助

を実施しているが、当該サービス内容が第２

表に位置付けられていない事例がある

６．実際に提供しているサービス内容を必ず位置付けること。

７．総合的な援助の方針に実施しているサー

ビス内容の記載があるが、当該サービス内容

が第２表に位置付けられていない事例があ

る。

７．必ず第２表に位置付けること。

８．目標やサービス内容が変わらない中で、

サービス事業所を以前利用していたものに変

更しているが、サービス事業所が修正されて

いない。

８．当該事例は軽微変更と判断できるため、軽微変更した際は見え消し等

で修正するとともに、当該軽微変更の経緯を居宅介護支援経過（第５表）

に記録すること。

９．保険給付対象サービスに○印がない事例

がある。

９．保険給付対象サービスに○印を付すこと。

１０．訪問介護の頻度が第２表と第３表で合

わない事例が見受けられた。

１０．頻度については各表の整合を図ること。

１１．訪問介護の回数が週１回減少したが

（軽微な変更）、第２表及び第３表の訪問介

護の回数を訂正していない事例がある。

１１．見え消しによる訂正や差し替え等して変更後の訪問介護の回数に訂

正すること。

１２．家族の通院介助の頻度が無記載であっ

た。

１２．実際には月１回程度であるとのことであるため、実態に即して記載

すること。

１３．月のほとんどを短期入所生活介護を利

用しているが、通所介護の頻度が週２～３日

になっていた。

１３．月２～３日に訂正すること。

１４．通所介護における送迎について、誤っ

た頻度を記載している事例がある。

１４．正確な頻度を記載すること。

１５．通院介助を位置付けているが、サービ

ス種別、提供者、頻度の記載がない。

１５．サービス種別、提供者、頻度を記載すること。

１６．福祉用具貸与の「頻度」について、品

目数が記載されていた。

１６．「毎日」、「在宅時」又は「通院時」等の利用頻度を記載するこ

と。

１７．福祉用具販売の種目及び利用頻度につ

いて記載がない事例がある。

１７．具体的な種目及び利用頻度を記載すること。

【第３表】

１．「訪問介護」等のサービス種類の記載

や、「身体介護」、「身体介護１」、「生活

援助２」等の報酬算定上の区分の記載のみ

で、それらが具体的にどのようなサービスで

あるか不明確である。

１．第２表に位置付けたサービス種別、サービス内容及び頻度に基づいて

記載し、利用者や家族が見た際に分かりやすいよう作成すること。

２．週単位以外のサービスを位置付けている

が、「週単位以外のサービス」欄に当該サー

ビスの記載がない事例がある。

２．「週単位以外のサービス」欄に当該サービスを記載すること。

３．「主な日常生活上の活動」の欄につい

て、記載がない。

３．利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な１日の過ごし方につ

いて記載すること。

【

居

宅

サ
ー

ビ

ス

計

画
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

【第４表】

１．「残された課題（次回の開催時期）」の

欄について、記載がない。

１．必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足

となった場合や、必要と考えられるが本人の希望等により利用しなくなっ

た居宅サービスや次回の開催時期、開催方針等を記載すること。

２．会議出席者の所属（職種）の記載がない

事例がある。

２．会議出席者の所属（職種）を記載すること。

【第５表】

１．毎月のモニタリングの記録において、利

用者の援助に関係のない家族の介護申請や

ペットの記載のみである事例がある。

１．居宅介護支援経過は、モニタリングを通じて把握した、利用者やその

家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービ

ス計画の変更の必要性等、ケアマネジメントの一連の流れに係る業務を中

心に記載すること。

また、記載事項は項目毎に整理して記載するよう努めること。なお、モニ

タリングの結果については、モニタリングシートに記録しても差し支えな

い。

２．第５表は使用しているものの、メモ程度

の内容に留まっている事例があった。

同上

【第６表】

１．作成年月日欄について、無記載のものが

あった。

１．一部の利用者については余白に日付が記入されていたが、まったくわ

からない利用者もいたため、余白ではなく作成年月日欄に利用者が同意し

た日を記入すること。

２．利用者に交付はしているとのことである

が、「利用者確認印」欄に押印・署名を求め

ていない事例があった。

２．同意を得るべき居宅サービス計画には、サービス利用票及び別表も含

まれるため、利用者の押印・署名により交付したことが書面で確認できる

ようにすること。

１．アセスメントシートにおいて、課題分析

標準項目の複数の項目が確認できない。

１．課題分析（アセスメント）に当たっては、課題分析標準項目について

全て確認して、要介護者等の有する課題を客観的に抽出すること。

２．アセスメントシートにおいて、複数の課

題分析標準項目について、無記載の事例があ

る。

２．アセスメントシートに記載のある課題分析標準項目について、記載漏

れがないようにすること。項目について特に記載する事項がなければ「な

し」等を記載するなどして、利用者の当該項目について記載する事項がな

いことが確認できるように記載すること。

３．居宅サービス計画において入浴援助の必

要性があるとして通所介護を位置付けている

が、アセスメントシートでは入浴、着脱等が

「自立」となっている事例がある。

３．聴取の結果、いずれもアセスメントシートへの記載ミスとのことで

あったため、アセスメントシートの記載を修正し、課題分析の結果に基づ

き居宅サービス計画を作成すること。

４．居宅にてサービスを受けている利用者に

ついて、アセスメントシートでは施設入所中

となっている事例がある。

４．同上

５．アセスメントシートに記載している認知

症高齢者の日常生活自立度が、認定調査時の

結果と違う事例がある。

５．同上

１．モニタリングシートにおいて、居宅サー

ビス計画第２表に位置付けた各目標の達成度

等を評価しているが、第２表に位置付けてい

るにも関わらず、評価をしていない目標があ

る。

また、モニタリングシートに記載のある各目

標について、長期目標を記載していたり、短

期目標を記載していたりと、記載する目標を

統一していない。

１．モニタリングの結果の記録については、モニタリングを通じて把握し

た利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内

容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載するため、第２表に

位置付けた各目標の達成度について評価すること。

また、モニタリングシートに記載する目標については、長期目標を達成す

るために踏むべき段階として短期目標を設定することを鑑みて、少なくと

も第２表に位置付けた各短期目標については、モニタリングシートに記載

し評価を行うこと。

２．貴事業所で使用しているモニタリング

シートにサービスに対する満足度を記載する

欄があるが、記載が見受けられなかった。

２．サービスに対する満足度を記載すること。

【

ア

セ

ス

メ

ン

ト
】

【

居

宅
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ー

ビ

ス
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】

【

モ

ニ

タ

リ

ン

グ
】
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【介護予防支援】 

 

実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

３．福祉用具貸与の利用者について、ある福

祉用具貸与事業所から貴法人が運営する事業

所に変更している事例があったが、その変更

に際しての利用者及び家族の意向や担当介護

支援専門員による変更の必要性の検討結果な

ど、実施状況の把握の内容に係る記録をして

いないものがあった。

３．聴取の結果、家族の意向であるとの回答ではあるものの、変更後の利

用者負担が増える変更内容であり、その経緯については不明確である。こ

の事例は貴法人が運営する事業所への変更であり、場合によっては利用者

等の誤解を招きかねないものであることから、サービスの実施状況の把握

において、利用者及び家族の意向や満足度、担当介護支援専門員による変

更の必要性の検討結果を記録しておくこと。

【

モ

ニ

タ

リ

ン

グ
】

実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

重要事項説明書及び運営規程について、内容

に誤りや不十分な箇所がある。

利用者に対する説明責任として、重要事項説明書及び運営規程において、

整合を図った上で誤っている箇所を訂正すること。なお、運営規程に変更

が生じた場合は、その日から１０日以内に届け出ること。

【重要事項説明書】

１．利用申込者に重要事項説明書について説

明し、同意を得ていたが、交付をしていない

事例があった。

１．聴取した結果、単なる交付漏れであることが判明したが、利用申込者

がサービスを利用するために必要な内容が記載されているため、交付漏れ

がないよう再発防止を行うこと。

２．運営規程と「通常の事業の実施地域」の

記載の仕方が異なっている。

２．運営規程と整合を図ること。

３．職員の職務内容について、管理者、主任

介護支援専門員、事務職員の職務内容の記載

がない。

３．職員の職務内容について、管理者、主任介護支援専門員、事務職員の

職務内容を追記すること。

４．介護予防支援の提供方法及び内容におい

て、アセスメントの実施に当たっての、「利

用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に

面接する」旨の記載がない。

４．「利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する」旨追記す

ること。

５．計画書の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行うに当たって、「少なくともサービ

スの提供を開始する月の翌月から起算して3

月に1回（中略）利用者の居宅に訪問し、利

用者に面接すること。」、「利用者の居宅に

訪問しない月においては（中略）電話等によ

り利用者との連絡を実施すること。」、「少

なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記

録すること。」について記載がない。

５．「少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1

回（中略）利用者の居宅に訪問し、利用者に面接すること。」、「利用者

の居宅に訪問しない月においては（中略）電話等により利用者との連絡を

実施すること。」、「少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録す

ること。」について、追記すること。

６．利用料について、記載がない。 ６．法定代理受領サービスでない場合等は一旦利用者負担が発生すること

があるため、料金表等を作成すること。

７．通常の事業の実施地域外でサービスを提

供する際の具体的な交通費の記載がない。

７．請求するのであれば貴事業所の車両を使用した場合等の具体的な金額

も追記し、請求しないのであれば削除すること。

【運営規程】

１．重要事項説明書と「通常の事業の実施地

域」の記載の仕方が異なっている。

１．重要事項説明書と整合を図ること。

２．職種について、保健師は配置されていな

いが、運営規程に記載されている。

２．担当職員の職種について、保健師が配置されている旨の記載がある

が、貴事業所において、保健師の配置がないため、削除すること。

３．員数について、「介護予防支援に関する

知識を有する必要数」と記載されている。

３．職種ごとの員数を具体的に記載し、総職員数を明確にすること。

例：介護支援専門員○名、社会福祉士○名

４．事業の提供方法及びその内容において、

アセスメントの実施に当たっての、「利用者

の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接

する」旨の記載がない。

４．「利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する」旨追記す

ること。

【

重

要

事

項

説

明

書

・

運

営

規

程
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

５．計画書の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行うに当たって、「少なくともサービ

スの提供を開始する月の翌月から起算して３

月に１回（中略）利用者の居宅に訪問し、利

用者に面接すること。」、「利用者の居宅に

訪問しない月においては（中略）電話等によ

り利用者との連絡を実施すること。」、「少

なくとも１月に１回、モニタリングの結果を

記録すること。」について記載がない。

５．「少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1

回（中略）利用者の居宅に訪問し、利用者に面接すること。」、「利用者

の居宅に訪問しない月においては（中略）電話等により利用者との連絡を

実施すること。」、「少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録す

ること。」について、追記すること。

６．通常の事業の実施地域外でサービスを提

供する際の具体的な交通費の記載がない。

６．請求するのであれば貴事業所の車両を使用した場合等の具体的な金額

も追記し、請求しないのであれば削除すること。

７．直近の運営規程の変更として、提出を受

けているが、その施行日が誤っていた。

７．運営規程の変更の履歴として、正しい施行日を記載すること。

【管理者の責務】

本来予定されていない職員が出勤し、業務を

行っていたが、管理者は把握していなかっ

た。

管理者は担当者その他の従業者の管理、介護予防支援の利用の申し込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければな

らないため、再発防止を行うこと。

【指定介護予防支援の具体的取扱方針】

１．認定更新に係る介護予防サービス計画

書・支援書の作成時において、課題分析（ア

セスメント）を実施したことが、記録におい

て確認できない。

１．介護予防サービス計画書・支援書の作成時においては、アセスメント

を実施しなければならず、また、当該アセスメントの結果を記録し、その

完結の日から２年間保存しなければならないため、アセスメントの適切な

実施及び記録の管理を行うこと。

２．認定の有効期間満了日前に認定更新結果

が出ており、満了日前に介護予防サービス・

支援計画表の原案を作成しているものの、

サービス提供開始後にサービス担当者会議が

行われている事例があった。

２．サービス提供に際しては、計画原案を作成した後にサービス担当者会

議を行い、計画原案に対する利用者の同意を経てサービス提供開始となる

ため、サービス提供開始前にサービス担当者会議を行うこと。なお、やむ

を得ずサービス担当者会議が遅れる場合は、必ず記録を残すこと。

３．居宅サービス計画の実施状況の把握（モ

ニタリング）を行っていることが、記録にお

いて確認できない。

３．モニタリングに当たっては、少なくともサービス提供を開始する翌月

から起算して３月に１回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用

者の状況に著しい変化があったとき、利用者の居宅に訪問し、利用者に面

接しなければならず、訪問月以外の月においては、介護予防通所介護事業

所等を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当

該面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施しなければ

ならない。また、当該モニタリングの結果を記録し、その完結の日から２

年間保存しなければならないため、モニタリングの適切な実施及び記録の

管理を行うこと。

４．サービス提供開始月の翌月から起算し

て、３月を超えて利用者宅にモニタリング訪

問している事例があった。

４．少なくともサービス提供を開始する翌月から起算して３月に１回利用

者の居宅に訪問し、利用者に面接すること。

５．７月に開始された利用者のモニタリング

について、サービス担当者会議を１０月に自

宅で行って、居宅に訪問し、利用者と面接し

ていたため、サービス担当者会議後に行った

１０月のモニタリングを電話で行っていた。

５．少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１

回は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接しなければならないが、サー

ビス担当者会議で利用者と自宅で会ったとしても、モニタリング目的で面

接を行っていないため、モニタリングとしては認められない。今後は３月

に１度は利用者宅で利用者にモニタリングを行うこと。

【勤務体制の確保等】

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、他の職

種との兼務関係が不明確であった。

勤務状況の明確化と人員管理の適正化の観点から、日々の勤務時間、常

勤・非常勤の別、他の職種との兼務関係についても勤務表に記載するこ

と。

【掲示】

貴事業所においては重要事項説明書を掲示し

ているが、掲示されている内容に不十分な箇

所がある。

指定介護予防支援事業者は、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。

利用者に対する説明責任として、重要事項説明書を掲示するのであれば、

上記内容をすべて含めるよう、前述の指摘事項を訂正したものを掲示する

こと。

【

重

要

事

項

説

明

書

・

運

営

規

程
】

【

運

営
】
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実 地 指 導 時 の 状 況 指　　　導　　　内　　　容

【介護予防支援委託契約書】

介護予防支援の業務を委託するにあたっては

事前に、地域包括支援センターと居宅介護支

援事業者間で業務委託契約締結されているこ

とが必要であるが、契約書の契約日が空白と

なっていた。

契約書に契約日の記載を行うこと。

【変更届】

社会福祉士が異動しているが、その届出が提

出されていなかった。

社会福祉士の異動に際し、速やかに変更届を提出すること。また、今後変

更があった場合は変更のあった日から１０日以内に変更届を提出するこ

と。

【介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連

携加算】

利用者に係る情報を介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所に提供したことが、記録にお

いて確認できない。

聴取の結果、情報提供はしておらず、単純な請求誤りであることが確認で

きたため、過誤調整を行うこと。また、同様の事例がないか自主点検し、

必要があれば過誤調整すること。

１．貴事業所内で計画作成者の変更（軽微な

変更）があったが、計画作成者氏名を変更し

ていない事例が見受けられる。

１．変更時点を明記しつつ、二重線で見え消しする等して、変更後の計画

作成者を記載すること。

２．介護予防サービスを位置付けているが、

当該サービスを提供する事業所名の記載がな

い事例が見受けられる。

２．事業所名を記載すること。

３．説明・同意・交付日に一部記載がない事

例が見受けられる。

３．説明・同意・交付日の記載漏れがないようにすること。

４．居宅介護支援事業所に利用者を委託し、

当該居宅介護支援事業所は当該利用者の委託

前の介護予防サービス計画を継続していた

が、委託後の当該居宅介護支援事業所の事業

所名及び担当者名の記載がない事例が見受け

られる。

４．委託後の当該居宅介護支援事業所の事業所名及び担当者名を記載する

こと。

５．「介護保険サービスまたは地域支援事

業」において、サービス内容として「～等」

という具体性に欠ける記載があった。

５．利用者に対してサービス内容を明確に示すためにも、同欄には具体的

なサービス内容を記載すること。

６．「計画に関する同意」において、同意日

に記載がなく、介護予防支援経過記録におい

ても確認できなかったものがあった。

６．同意日は計画に必ず記載し、また同意したことを担保するために、介

護予防支援経過記録にも記載すること。

【

運

営
】

【

介

護

予

防

サ
ー

ビ

ス

・

支

援

計

画
】

【

報

酬
】
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⑤ 特定事業所加算の人員配置に関する留意点について 
 

 特定事業所加算の算定要件は、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

また、当該算定要件に係る留意事項は、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問】 

特定事業所加算Ⅲを新規に算定するため、以下の人員配置を検討している。 

・管理者兼介護支援専門員 １名（常勤兼務） 

・主任介護支援専門員   １名（常勤専従） 

・介護支援専門員     １名（常勤専従）  合計 ３名 

上記の管理者兼介護支援専門員１名、介護支援専門員１名の配置を行うこと

で、「常勤専従の介護支援専門員２名以上の配置」を満たし、特定事業所加算Ⅲ

を算定できるでしょうか。 

 

【回答】 

算定不可です。 

「常勤専従の介護支援専門員の配置」については、主任介護支援専門員の配

置要件のように、『兼務が可能』という旨の記載が留意事項にないことから、管

理者兼介護支援専門員１名、介護支援専門員１名という上記の人員配置では、

「常勤専従の介護支援専門員２名以上の配置」を満たさず、特定事業所加算Ⅲ

の算定はできません。  

①専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置し

ていること。（Ⅰの場合は２名以上） 

②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を○名以上配

置していること。（Ⅰ及びⅡの場合は３名以上、Ⅲの場合は２名以上） 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員

を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤

かつ専従で配置する必要があること。 
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⑥ 特定事業所集中減算の正当な理由の範囲について 
 

 平成２７年度後期分（判定期間：平成２７年９月１日～平成２８年２月２８

日）から、給付管理を行うサービスの紹介率最高法人の割合が８０％を超えた

場合については、特定事業所集中減算が適用されます。 
 以下に、正当な理由の範囲を掲載しておりますので、参考にされてください。 
なお、当該正当な理由の範囲について変更がある場合は、別途通知します。 
 
No. 正当な理由 説明資料 

１ 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域

に、訪問介護サービス等が、各サービスごとで

みた場合に、５事業所未満である場合 

運営規程の写し 

 

２ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所

である場合 

なし 

３ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画

件数が２０件以下である場合。 

なし 

４ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のう

ち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件

数が１月当たり平均１０件以下である場合 

なし 

５ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘

案した場合などにより特定の事業者に集中してい

ると認められる場合（当該事例を除外すると８０％

以下である場合） 

①再計算書 

②利用者から質が高いことを理由に当該サービス

を利用したい旨の理由書（任意様式） 

６ 困難事例を受け入れたために集中したと認められ

る場合（困難事例を除外すると８０％以下となる場

合） 

①再計算書 

②各困難事例に係る利用者（当該判定期間に係る

新規利用者が優先）ごとの、当該居宅サービス事

業所を選択した経緯を証明する個別具体的な記録 

７ 計画の作成や変更時等に適切なケアマネジメント

を実施し、利用者のニーズ、解決すべき課題、解

決のための援助ができる事業所を検討し、当該事

業所を位置づけることが適当であるとの判断か

ら、結果として紹介率が８０％を超えたが、その者

の居宅サービス計画からその事業所を除外し再

計算すると、算定結果が８０％以下である場合。 

①再計算書  

②居宅サービス事業所の選択に係る確認書 

（参考様式） 

 

単に、「利用者が希望したから」、というだけで

は、正当な理由に該当しない。 

特定事業所集中減算を適用しないために、

通常の事業の実施地域を狭めることは適

切ではないので、留意すること。 
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【補足事項】 
No.1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が、
各サービスごとでみた場合に、５事業所未満である場合 
⇒ 訪問看護等のみなし指定事業所を含みます。ただし、実際に介護保険事

業を行っている事業所に限ります。 
 
No.7 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案したことにより特定
の事業所に集中した場合 

① 「サービスの質が高いこと」の指標は、以下を想定しています。 
 

サービス種類 指標 

訪問介護 ・「特定事業所加算」を算定している事業所 

訪問入浴介護 

 

・「サービス提供体制強化加算」を算定している事

業所 

訪問看護 ・「看護体制強化加算」を算定している事業所 

訪問リハビリテーション 

 

※いずれかを満たす事業所 

・「サービス提供体制強化加算」及び「リハビリテ

ーションマネジメント加算Ⅱ」を併算定している事

業所 

・「社会参加支援加算」を算定している事業所（平

成２８年４月以降） 

通所介護 

 

※いずれかを満たす事業所 

・「事業所評価加算」を算定している介護予防通所

介護事業所と一体的に事業を行っている事業所 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

通所リハビリテーション ※いずれかを満たす事業所 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

及び「生活行為向上リハビリテーション実施加算」

を併算定している事業所 

・「社会参加支援加算」を算定している事業所（平

成２８年４月以降） 

短期入所生活介護 

 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 
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サービス種類 指標 

短期入所療養介護 

 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

特定施設入居者生活介護（短期利用型に限る） ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

福祉用具貸与 ・なし 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

夜間対応型訪問介護 

 

・「サービス提供体制強化加算」を算定している事

業所 

認知症対応型通所介護 

 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

小規模多機能型居宅介護（短期利用型に限る） ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

認知症対応型共同生活介護（短期利用型に限る） ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型に

限る） 

・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

看護小規模多機能型居宅介護（短期利用型に限る） ・「サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）又はⅠ（ロ）」

を算定している事業所 

※上表は指標です。サービスの質が高いと評価する理由は、個々の利用者に

より異なりますので、必ず、サービスの質が高いということで、その事業

所を個々の利用者が選択するに至った理由を、個別具体的に記載した理由

書を提出してください。 
 
② 地域ケア会議等の地域包括支援センターが実施する事例検討会等に、当該

利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受け

ることは、必須ではありません。状況に応じて、事例検討会で助言・意見を

求めてください。 
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⑦ 有料老人ホーム等に入居する利用者に対する介護サービスの位

置付けについて 
 

介護サービス事業者が運営する有料老人ホーム等の入居者に対して、入居者

の日常生活上の能力やその取り巻く環境等に合わない不適切な介護サービスや、

過剰な量の介護サービスを位置付け、当該同一法人が運営する介護サービス事

業所がサービスを提供している事例があります。 

介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、アセスメン

トで判明した利用者の抱える課題を解決するために必要なサービス、提供事業

所、頻度を位置付けた居宅サービス計画を作成しなければなりません。 

サービス事業所の選択は利用者自身に委ねられるものになりますので、利用

者の希望を全く考慮しないこと、また画一的に事業所を選定することは、介護

保険法及び居宅介護支援の基準に反するものであり、場合によっては行政処分

となる場合がありますので、適切な事業運営及びケアマネジメントを行うよう

十分ご留意ください。 

 
介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号） 

（介護支援専門員の義務）  

第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場

に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービ

ス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよ

う、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

 

下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成26年12月18日条例第

78号） 

（基本方針） 

第２条  

3 指定居宅介護支援事業者（法第 46条第 1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）は、

指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者

に提供される指定居宅サービス等（法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が

特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならな

い。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  

第１5 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものとする。  

（8） 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の希望

及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握され

た解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達

成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サー

ビス計画の原案を作成しなければならない。  

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等）  

第27条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更

に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービス

を位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特

定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 
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⑧ 訪問介護員が行えない行為（医行為）について 
 
 訪問介護員が行うことが可能である、「医行為」ではないと考えられる行為に

ついては、「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第

３１条の解釈について（通知）」（平成１７年７月２６日付医政発第０７２６０

０５号厚生労働省医政局長通知）において解釈が示されているところですが、

当該通知において記載がなく、個別に「医行為」又は訪問介護員が行うことが

適切ではないと判断される行為については、下記のとおりです。 
なお、下記以外の援助についても、再度、医師、看護師等の医療に関する免

許を有しない者が行うことが適切か否かを十分検討してください。 
※下記（１）～（３）については、山口県地域医療推進室に確認済です。 
 
（１）留置カテーテルの取扱いについて 

尿路感染の危険性が高いことから、留置カテーテルを扱う援助（カテーテル

と蓄尿バッグの接続や解除、蓄尿バッグの排液口からの尿の破棄等）は医行為

に該当し、訪問介護員による対応はできません。 
したがって、留置カテーテルの対応が困難な利用者については、訪問看護に

よる対応を検討してください。 
なお、利用者本人が尿を蓄尿バッグからバケツ等に移しており、当該バケツ

等の中に溜められた尿を破棄するだけであれば、ポータブルトイレ内の尿の破

棄（生活援助）と同様に、訪問介護員による対応が可能です。 
 
（２）点滴を実施する際の見守り等について 

 利用者が点滴の処置を受けている間の見守りについては、利用者の状態の観

察を必要とするのであれば処置の一環であり、状態の観察を要しないのであれ

ば、そもそも必要ないサービスであるため、訪問介護員による対応はできませ

ん。 
 また、点滴が終了した際の抜針等は、処置の一環であり、当然に医行為に該

当するため、訪問介護員による対応はできません。 
 
（３）フランドルテープ等の貼付について 

フランドルテープ等の循環器系に作用する貼付薬や、ホクナリンテープ等の

呼吸器系に作用する貼付薬は、副作用の危険性が大きいため、上記通知にて示

されている「皮膚への湿布の貼付」には該当せず、「医行為」に該当するため、

訪問介護員による対応はできません。 
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⑨ 別居親族へのサービス提供について 
 
 別居親族による訪問介護サービスの提供について、明確な規定はありません

が、介護給付の適正化の観点から、下関市においては、特段の事情※がない限り、

基本的に望ましくない旨を説明してきました。 
 このたび、他市の取扱いや平成２６年度市集団指導後に実施したアンケート

結果も踏まえ、市の取扱いを以下のとおりとしますので、各事業所におかれま

しては、担当訪問介護員の調整等適切な対応をお願いいたします。 
 なお、これにより、これまでの指導内容が変更されるものではありません。 
※「特段の事情」の例・・・下記２参照 
 
●別居親族によるサービス提供についての取扱い 
１．親族※に対する介護は本来当然に行われるべきものだと考えられること、ま

た業務としての援助と親族としての援助の線引きが難しいことから、別居親族

である訪問介護員が提供せざるを得ない特段の事情がない限り、当該訪問介護

員による指定（介護予防）訪問介護サービスの提供は行わないようにしてくだ

さい。 
※「親族」の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。 
 また、遠戚であっても、日頃より頻繁に行き来がある場合は「親族」と同様とみなします。 
２．上記１の特段の事情とは、下記①又は②に限ります※。 
①利用者の認知症状等の心身状況により介護拒否がある等、当該訪問介護員でな

ければ必要なサービスが提供できない介助上の理由が認められる場合 

②周辺に対応できる事業所がなく、シフト上、当該訪問介護員が援助を行うことがや

むを得ない場合等、地域性及び緊急性が認められる場合 

この場合、当該利用者が上記１の特段の事情を有する状態にあるか否かは、担

当の介護支援専門員等が判断してください。また、判断した理由については、

サービス担当者会議の記録や居宅サービス計画に記録してください。 
※利用者本人が希望している、事業所内の人員不足等の都合による等の理由は認められません。 

３．上記２により特段の事情があると判断された場合においても、１カ月～数

カ月程度で設定した一定期間のうちに、別の訪問介護員（当該事業所の訪問介

護員を含む。）に交代するよう検討に努めてください。 
４．現在、上記①又は②以外の理由で、別居親族である訪問介護員がサービス

を提供している事例がある事業所においては、平成２７年１２月末日までを経

過措置として指導の対象とはしませんが、速やかに見直しをお願いいたします。 
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●参考～アンケート結果 

平成２６年度市集団指導に出席した７７事業所に対し「（介護予防）訪問介護サービス提

供に関するアンケート」を実施し、うち６３の事業所よりご回答いただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別居親族の訪問介護員によるサービス提供を行っている事例が「ある」（9／63事業所、

全体の14％）と回答した事業所に対し、グラフ③の回答結果について今後の事業所の方針

についても質問したところ、以下の回答を得ました。 

・（グラフ③の）事情・理由により、今後も提供する…4事業所（44％） 

・別居親族以外の従業者での対応へ移行を考えている…4事業所（44％） 

・その他（利用者本人・人員の状況によりヘルパーの割り当てを実施する）…1事業所（11％） 

一方、別居親族の訪問介護員によるサービス提供は「ない」（54／63事業所、全体の

86％）と回答した事業所に対し、その理由を質問したところ、以下の回答を得ました。 

・利用者の親族が事業所にいない…44事業所（81.5％） 

・別居親族がサービス提供を行わないよう、シフトに配慮している…8事業所（14.8％） 

・その他（利用者は希望したものの別居親族が拒否等）…3事業所（5.6％） 

ア イ 回答総数

9 54 63

ア．ある, 
14%

イ．ない, 86%

別居親族の訪問介護員によるサービス提供の

有無

ア イ ウ エ オ
0 4 1 2 2

ア．配偶者

0%

イ．子または子

の配偶者
45%

ウ．孫または孫

の配偶者
11%

エ．兄弟姉妹ま

たはその配偶

者

22%

オ．その他

22%

提供を行っている別居親族の利用者との続柄

※複数回答

ア イ ウ エ オ カ
7 0 3 2 0 0

7

0

3

2

0

0

ア．利用者本人が希望

イ．ヘルパー自身が希望

ウ．人員の都合

エ．介助上の理由

オ．理由なし

カ．その他

別居親族がサービス提供を行っている理由

ア イ ウ
44 8 3

ア．利用者の

親族がいない, 
80%

イ．シフトに配

慮

15%

ウ．その他

5%

別居親族がサービス提供を行っていない理由

※複数回答

グラフ①
グラフ②

グラフ③ グラフ④
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⑩ 同居家族等がいる場合の生活援助算定相談票について 
 
平成２７年度より、標記相談票の様式を改正しましたので、今後相談票を提

出する場合には、改正後の様式を用いてください。 
併せて、相談票の取扱いに関する留意事項を一部改正し、相談票の提出が必

要か否かを判断するための「生活援助算定相談票 提出要否判断フロー」を作

成しております。 
担当する利用者についての相談票提出の要否を判断する際には、まずは当該

フローをご確認ください。 
 
〔ホームページ掲載場所〕 

下関市ホームページトップページ（http://www.city.shimonoseki.lg.jp/） 

→ 事業者の方へ 

→ 保健・福祉 

→ 介護保険 

→ 「同居家族等がいる場合の生活援助 算定相談票」の取扱いについて 

 

【新様式 記入例】 

 

平成 ２７年 ７月 ２７日
（前回提出日：平成 ２６年 ７月 ２５日 ）

●基本情報

被保険者番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

生 年 月 日 年 齢 性 別 男　・　女

要 介 護 度

事 業 所 名

担 当 者 氏 名

●利用する生活援助の概要 ※サービス内容は具体的に記載すること（生活援助のみ）

・
・
・

　３０　分

　　　　分

　　　　分

　　　　分

調理・配膳

89　歳

山口　花子

所要時間

　１５　分

　１５　分

サービス内容
※掃除は範囲も記載

掃除（本人居室）

洗濯

Ｍ・Ｔ・Ｓ　　１年　２月　３日

月・木　12：00～12：30　※家族不在時のみ

被 保 険 者 氏 名

日程
※特定の状況下の場合はその旨も記載すること（例：家族不在時）

下関　太郎

水　10：00～10：30

水　10：00～10：30

事 業 所 Ｆ Ａ Ｘ

○○ケアプランセンター 事 業 所 Ｔ Ｅ Ｌ

同居家族等がいる場合の生活援助算定　相談票

有 効 期 間要介護３ Ｈ　２７年　８月　１日 ～ Ｈ　２８年　７月　３１日

（０８３）　○○○　―　××××

（０８３）　○○○　―　△△△△

サービス内容、所要時間はそれぞれ分けて記載します。

「調理・配膳」のように、一連の流れとして行う援助については、

分けずに記載することも差し支えありません。

10:00～10:15、10:15～10:30と分けて
記載せず、1回の援助時間をまとめて
記載します。

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/


平成２７年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》２ 

（居宅介護支援、介護予防支援） 

29 
 

⑪ 軽度者に対する福祉用具貸与について 
 
【軽度者に対して対象外種目の福祉用具を貸与する場合について】 

軽 度 者・・要支援１・２、要介護１の利用者 

          （便を吸引する機能を有する自動排泄処理装置においては、要介護２・３の利用者を含む） 

対象外種目・・貸与種目のうち、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、

床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフ

ト、自動排泄処理装置(尿のみを吸引する機能の場合を除く) 

【原則】軽度者については、対象外種目の福祉用具貸与費は算定不可 

【例外】「厚生労働大臣が定める者」については算定可（次頁参照） 

→「軽度者に対する福祉用具貸与に関する下関市ガイドライン」を策定してお

り、利用者が下記の②もしくは③に該当する軽度者の場合、利用開始前に介護

支援専門員が「福祉用具貸与に係る協議書」を下関市介護保険課へ提出し、承

認を得られたものについて福祉用具貸与費の算定が可能となります。 

 

※ 認定遅れ等により、軽度者に該当するかどうかが不明であるが、利用者の

身体状況を考慮し、対象外種目の暫定利用を開始する場合は、介護保険課（事

業者係）への事前連絡が必要です。その後、認定結果が判明次第介護保険課事

業者係へ連絡の上、必要に応じ「福祉用具貸与に係る協議書」を 提出してくださ

い。 

 

【留意事項】  

介護支援専門員は、軽度者がどの要件（①～③）で厚生労働大臣が定める者

に該当するのか福祉用具貸与事業者がわかるように、協議書の写し及び厚生労

①認定基本調査の結果により「厚生労働大臣が定める者」と判断できる場合 

②主治医の意見とケアマネジメントにより、「厚生労働大臣が定める者」と判断できる場合※車いす及び車

いす付属品、（段差の解消を目的とする）移動用リフトのみ 

③利用者の疾病等が次の状態にある場合 

ⅰ．日・時間単位での変動が激しく頻繁に「厚生労働大臣が定める者」に該当する場合 

ⅱ．状態が急速に悪化し、短期間のうちに「厚生労働大臣が定める者」に該当することが確実に見込まれ

る場合 

ⅲ．身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から「厚生労働大臣が定める者」に該

当すると判断できる場合 
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働大臣が定める者であることが判断できる認定調査票における項目を記載した

文書を提供してください。 

 ※認定調査票の特記事項、主治医意見書を直接交付することは不可 

 

【表】「厚生労働大臣が定める者」と具体的な該当要件 

 

 

  

対象外種目 具体的な該当要件 備考

（2）日常生活範囲における移動
の支援が特に必要と認めら

れる者

主治医の意見とケアマネジメントによ
り、「厚生労働大臣が定める者」に該

当すると判断できる場合

（2）日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3（寝返り）
　　　→「できない」

床ずれ防止用具
及び体位変換器

基本調査1-3（寝返り）

　　　→「できない」

（2）移動において全介助を必要
としない者

基本調査2-2（移動）

　　　→「全介助」以外

（2）移乗が一部介助又は全介助
を必要とする者

基本調査2-1（移乗）

　　　→「一部介助」 または

　　　 　「全介助」

（3）生活環境において段差の解
消が必要と認められる者
※段差解消機

主治医の意見とケアマネジメントによ

り、「厚生労働大臣が定める者」に該
当すると判断できる場合

（3）については、市のガイドラインに沿っ
て協議書（表１）を作成し、介護保険課

へ提出

（2）移乗が全介助を必要とする
者

基本調査2-1（移乗）
　　　→「全介助」

※主治医の意見、医学的見解については、担当の介護支援専門員が聴取した、居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する
方法で差し支えない。

基本調査3-1（意思の伝達）
    →「できる」以外

   または

基本調査3-2～基本調査3-7（記憶・
理解）のいずれか

    →「できない」
    または

基本調査3-8～基本調査4-15（問題

行動）のいずれか
　　→「ない」以外

※その他、主治医意見書において、
　 認知症の症状がある旨が記載され

   ている場合を含む。

基本調査項目は該当しないが、医学的

所見に基づき前頁③のⅰ～ⅲに該当す

ると判断できる場合は、市のガイドライ
ンに沿って協議書（表２）を作成し、介

護保険課へ提出

基本調査項目は該当しないが、医学的

所見に基づき前頁③のⅰ～ⅲに該当す

ると判断できる場合は、市のガイドライ
ンに沿って協議書（表２）を作成し介護

保険課へ提出
※段差解消機以外のリフト（入浴用

リフト、立ちあがり補助いす、吊り上

げ式リフト）

次の（1）及び（2）に該当する者

次のいずれかに該当する者

（1） 日常的に立ちあがりが困難
な者

基本調査1-8（立ちあがり）

　　　→「できない」

日常的に寝返りが困難な者

厚生労働大臣が定める者

（1） 日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7（歩行）
　　　→「できない」車いす及び

車いす付属品

次のいずれかに該当する者

（2）については、市のガイドラインに沿っ
て協議書（表１）を作成し、介護保険課

へ提出

自動排泄処理装置
（尿のみを自動的に吸引
する機能のものを除く。）

次のいずれにも該当する者

（1） 排便が全介助を必要とする
者

基本調査2-6（排便）
　　　→「全介助」

基本調査項目は該当しないが、医学的
所見に基づき前頁③のⅰ～ⅲに該当す

ると判断できる場合は、市のガイドライ
ンに沿って協議書（表２）を作成し介護

保険課へ提出

次のいずれかに該当する者

特殊寝台及び
特殊寝台付属品

（1） 日常的に起き上がりが困難
な者

基本調査1-4（起きあがり）
　　　→「できない」

移動用リフト
（つり具の部分を

除く。）

認知症老人徘徊
感知機器

（1） 意思の伝達、介護者への反
応、記憶・理解のいずれかに

支障がある者
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⑫ 特別養護老人ホームの特例入所の手続きについて 
 
 平成２７年４月から、原則として、要介護 3以上の方のみが特別養護老人ホ
ームに入所できることとなりましたが、要介護 1や要介護 2の方であっても、
やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方につい

ては、特例的に入所できます。 
 既に施設への入所の申し込みを行っている要介護１、２の申込者について特

例入所要件に該当する場合、まだ特例入所の手続きをされていなければ、施設

と連携して手続きを行うようにお願いします。 
 
＜良く見られる事例＞ 
要介護１、２の利用者の「認定の有効期間の半数を超えて利用する短期入所 

相談票」における『今後のケアの方向性』に特別養護老人ホーム名が記載され

ていたが、担当が確認したところ、特例入所の手続きが行われていない。 
 

 
  

平成　 　年　 　月　 　日提出　　

●基本情報

要介護(支援)度

（丸を付ける） 有効期間

年 月

●短期入所サービス利用状況

●今後のケアの方向性　※施設への入所待機のために短期入所サービスを利用している場合のみ記載すること

認定の有効期間の半数を超えて利用する短期入所　相談票

（　　　　）　　　　―　　　　　　

被保険者氏名

性 別Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日（　　　歳） 男　　・　　女

担 当者 氏名担 当 者 連 絡 先

入所申込先の施設名

１ヶ月あたり　　　日程度利用

認定の有効期間における短期入所利用日数（累積）

利用頻度

短期入所先（施設名）

累積　　　　　日利用（相談票提出日現在）

 （有効期間：Ｈ   年　 月　  日 ～ Ｈ   年　 月　  日）

被 保 険 者 番 号

生 年 月 日 （年 齢）

事 業 所 名

要介護3　要介護4　要介護5

その他（　　　　　　　　）

前回提出年月
※前２年以内にある場合

　　年　　月～　　年　　月相談票における有効期間
※認定の有効期間が１年を超える場合のみ
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⑬ 自己評価・外部評価結果の公表について 
 
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居

宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護に

おいては、サービスの改善や質の向上を目的として、自己評価及び外部評価を

行うこととなっています。 
平成２７年度の制度改正により、以下の３サービスについては、運営推進会

議等を活用した評価方法に見直されました。 
 

【変更となるサービス種別】 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２ 小規模多機能型居宅介護 

３ 看護小規模多機能型居宅介護 （平成 27年 7月現在、市内に事業所はありません。） 

 

（※認知症対応型共同生活介護については従前の取扱いに変更なし。） 

 
この外部評価の結果については、従前より、各事業所の他、市や地域包括支

援センターでも公表することとなっています。平成２７年度以降は、地域包括

支援センター増設に伴い、以下の手順により外部評価結果を公表することとし

ますので、ご協力をお願いします。 
 
【公表の手順】 

１ 事業所から市介護保険課事業者係へ評価結果を電子メール等※にて提出 

２ 市から１２地域包括支援センターへ上記１を電子メールにて配信 

３ 上記２を印刷しファイルに綴じて１２地域包括支援センター窓口に設置 

※認知症対応型共同生活介護事業所については、外部評価機関が評価結果をＷＡＭ－ＮＥＴに

掲載した後、当該電子ファイルを市から１２地域包括支援センターへ配信します。 

従前の取扱い 平成２７年度以降の取扱い

事業所が自ら提供するサービスについて評価・
点検するとともに、定期的に外部評価機関によ
る評価を受け、結果を公表しなければならな
い。

１年に１回以上、事業所が自ら提供するサービ
スについて評価・点検（自己評価）を行うととも
に、自己評価結果について、運営推進会議等
において第三者の観点からサービスの評価（外
部評価）を行い、結果を公表しなければならな
い。
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公表までの流れについては、以下のフロー図も参照してください。 
 
【地域密着型サービスの自己評価・外部評価等結果の公表について（フロー図）】 

 
 

【お願い】 

 評価結果については、随時、介護保険課事業者係よりメールを配信いたしますので、

各地域包括支援センターで評価結果の電子ファイル（ＰＤＦファイル）を受信することと

なるＥメールアドレスを下記までお知らせください。 

 

介護保険課事業者係 Ｅ-mail：kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp 

 

 

 
 

 

小規模多機能型居宅介護事業所

外部評価機関

②外部評価受審

③評価結果等

介護保険課
評価結果公表（公表結果を事業所別にファイル保存し、窓口にて閲覧用として設置）

④評価結果等を報告
※小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は電子ファイルにて提出

（認知症対応型共同生活介護は従前どおり紙媒体で提出）

①自己評価実施

⑥評価結果をメール配信

４総合支所
評価結果公表（事業所別にファイル保存し、窓口にて閲
覧用として設置）

市内１２地域包括支援センター
評価結果公表（事業所別にファイル保存し、窓口にて
閲覧用として設置）

⑤報告受付を通知
（収受印押印頁をＦＡＸ等にて返信）

⑥評価結果をメール配信

WAM-NETにて公開

認知症対応型共同生活介護事業所

①自己評価実施

・スタッフ個別評価
・事業所自己評価

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

②運営推進会議における評価

③評価総括表作成

①自己評価実施

②介護・医療連携推進会議における
評価

介護保険課から評価結

果の電子メール（ファイ

ル）を受信しましたら、各

事業所にて印刷し、設置

をお願いします。

mailto:kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

